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乳がん・子宮がんの検診日を追加しました！
～クーポン券をお持ちの人はぜひこの機会に～

申込・問合せ先　

受診希望の人は、必ず予約をお願いします。

●
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●
問
合
せ
先町県民税、所得税の

申告はお早めに！
町県民税の申告と所得税の確定申告が２月16日（火）から始まります。

この申告は１年間に生じた所得金額と税額を確定させる大切な手続きです。

該当する人は３月15日（月）までに申告してください。

申告をすると税金が戻る人

申告の必要がある人は？

次のいずれかに当てはまる人は、

源泉徴収された税金が申告により還付されます。

給与所得者・年金所得者などで、雑損控除や医療

費控除、寄附金控除などを受けることができる人

平成21年の中途で退職した後、就職しなかった

人で、年末調整を受けなかった人

給与所得者で、年末調整を受けていない人で所得

控除（生命保険料など）がある人

1

2

3

平成21年中の給与の収入金額が2,000万円を超える人

給与を１か所から受けていて、給与所得以外の所得金額　　　　　

（年金・事業・不動産など）の合計額が20万円を超える人

給与を２か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の

収入金額と、給与所得以外の所得金額（年金・事業・不動産など）と

の合計額が20万円を超える人

事業（農業や営業など）所得や不動産所得がある人で、所得金額が

20万円を超える人

収入が公的年金のみで、配偶者控除や社会保険料控除などの各種控

除を受けようとする人

町県民税については、平成21年中の給与所得以外の所得金額（事業・

不動産など）の合計が20万円以下の人
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越前町では約20%の人しか受診されていません。
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診されていません。

サンプル

サンプル

➡
医療機関

5,000円

町の
検診費用

子宮がん検診 600円 

乳がん検診 1,400円 

クーポン券で

検診無料

老いて尚頑固一途のマイペース　　　　　　山田千栄子

父を柱支えた母の人生譜　　　　　　　　　山田　幸枝

マップ広げ二人で旅のシミュレーション　　松村　典子

喜怒哀楽みんな包んでマイライフ　　　　　武藤　久子
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住宅ローン控除の申告の仕方が変わりました

町・県民税、所得税の申告相談日程

居住開始年月日 平成11年～
平成18年　

平成11年～
平成18年　

平成21年～
平成25年　

町への住宅借入金など
特別税額控除申告書の提出 毎年必要 原則不要 不要

　地方税法の改正により、新たに平成21年から平成25年までに入居し、所得税の
住宅ローン控除の適用を受けた人について、所得税から控除しきれなかった額を翌
年度分の住民税から控除する制度が創設されました。確定申告の添付書類や、給与
支払報告書（源泉徴収票）の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始
年月日」などが明記されることで、町が必要な情報を把握できる仕組みへと変更さ
れ、申告書の提出が不要となりました。

次の　または　のいずれか小さい額が控除されます。

　 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

　 所得税の課税総所得金額などの額に５％を乗じて得た額
　 （97,500円が上限のため、超えるときは97,500円）

①印鑑
②給与・年金などの源泉徴収票（原本）
③各種保険料の支払証明書（生命保険・個人年金・地震保険・国民年金など）
④医療費の領収書（医療費控除）
⑤寄附金の受領証（寄附金控除）
⑥金融機関の通帳（還付を受ける人、本人名義に限る）
⑦口座振替で納税を希望する人は、本人名義の通帳とその通帳の届出印
（新規・変更の人）

　相談日や申告期限間近には、会場が混雑します。各地区で、相談日を設
けておりますので、出来るだけ申告は自分で記入できる箇所は記入し、
必要な書類を忘れず持参してください。
●事業・農業所得などを申告される人は、収支内訳書は事前に作成し持
参しましょう。

●医療費控除を申告される人は、医療費の明細をまとめておきましょう。
●青色申告や譲渡所得・山林所得などがある人は
　税務署にて申告してください。

住民税（所得割）から控除できる額

【申告書の提出について】

【還付申告】

課 税 年 度 平成20年～21年度 平成22年度以降

（注１）

1

1 2

2

（注１）山林所得や退職所得を有する場合は、申告書を提出していただくことにより、
　　　控除額が有利になる場合があります。

【確定申告】
と　　　き と　こ　ろ 対象地区

申告に必要なもの

申告前にご準備ください

　国民年金や厚生年金などの公的年金を受給されたときは、「雑所得」となります。
　「公的年金等の源泉徴収票」に源泉徴収税額がある場合は、確定申告で清算するこ
とになります。また、源泉徴収税額がない場合であっても、公的年金の雑所得と公的
年金以外の所得とを合計した所得金額が、扶養控除や基礎控除などの所得控除の合
計額を超える場合には、確定申告を行う必要があります。

公的年金を受給されている人へ

税務課　☎34-8709問合せ先

２月16日（火）～３月15日（月）

２月16日（火）～２月19日（金）

２月23日（火）～２月26日（金）

３月２日（火）～３月５日（金）

午前9時～午後4時

午前9時～午後4時

午前9時～午後4時

午前9時～午後4時

（土・日曜日を除く）
越前町役場

織田コミュニティセンター

越前コミュニティセンター

宮崎コミュニティセンター

全地区

織田地区

越前地区

宮崎地区

と　　　き と　こ　ろ 対象地区

２月１日（月）～３月15日（月）
午前9時～午後4時（土・日曜日を除く）

越前町役場 全地区

住宅ローン控除（住宅借入金等特別税額控除）の
主な変更点

流星群マップで探し夢願う　　　　　　　　山内　千代
夫婦して歩幅ゆるめてマイペース　　　　　山谷　ゆり

マップにはない火種持つけもの道　　　　　司辻　文子
土地感のない人マップ頼りです　　　　　　向当みつ子
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